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１．危機管理の必要性  
  鹿児島大学は、学生、職員、役員及び近隣住民等の安全確保を図るとともに、大学の社

会的な責任を果たすことを目的として、「国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関

する規則」（以下「危機管理に関する規則」という。）を制定し、平成１８年１月１日か

ら施行しています。

 近年、大学においても、学生や教職員等の安全を確保するための危機管理体制の整備が

求められています。従来、一般に、大学における危機管理としては、地震や火災など災害

への対応を中心に検討がなされてきました。しかし、最近の企業不祥事に見られるように、

危機は災害等に限られるものでなく、様々な危機（クライシス）が大学環境と教育・研究

活動そのものを脅かすことが認識されてきたところです。

 大学における危機管理において、学生や教職員等を守るために整備すべき事項は、以下

の３項目に集約できます。

・最悪に備える。

・悲観的に準備し、楽観的に（冷静に）対処するノウハウ

・即決断し、直ちに対応するシステムの策定

 危機管理の要求は、突発的に発生するものです。あらゆる立場の人が日頃から当事者と

しての心構えを備えていなければなりません。そういう要求性からも、大学の危機管理マ

ニュアルは、小事から大事件・大事故までもカバーする大がかりで組織的なものであるこ

とが求められます。すなわち、大学として対応すべき根幹的なものと、想定する事象毎に、

関係分野での即時対応を可能にするものとが必要とされるのです。そしてそれらは、頻繁

に情報を交換し、共有できるものでなければなりません。

２．「危機管理」とは  
 「危機管理」と言うとき、一般的に、「危機を発生させないためにはという予防的な意

味」、「危機が発生したそのときにどうように対処するかという緊急対応的な意味」、「被

害を拡大させないためにはという事後対応的な意味」を合わせて使用することが見受けら

れます。また、災害や事件・事故等への対処から、経営リスクの最小化というようなもの

まで、幅広い範囲の意味で使用されているところです。 

対象とする危機の範囲について下記のリスクが挙げられる。 

（※リスクの分類は、国立大学協会「平成24 年度リスクマネジメントに関するアンケート

調査リスク一覧表」を参考にした。） 

（1） 災害に関するリスク

ア．地震   地震による人的、物的被害 

イ．台風、豪雨、落雷   台風、豪雨、落雷による人的、物的被害 

（2） 施設に関するリスク

ア．火災、爆発、テロ   火災、爆発、テロによる人的、物的被害 

イ．施設の管理   施設に起因する事故 

ウ．有害物質等   毒・劇物、放射性物質等の紛失 

エ．不審者   不審者の侵入による盗難、傷害 

（3） 業務に関するリスク

ア．教育・研究業務   実験、フィールドワーク、体育実習の事故 

イ．入試業務   入試ミス 

1



Ⅰ 概論

ウ．診療業務   医療ミス 

エ．危険有害業務  危険作業、有害作業での事故 

（4） 情報に関するリスク

ア．個人情報   個人情報の漏えい 

イ．コンピュータ、ネットワーク ネットワーク障害、ハッキング、ウィルス感染

（5） 不祥事・犯罪に関するリスク

ア．ハラスメント セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、

差別、いじめ 

イ．著作権等知的財産権侵害  著作権侵害、特許侵害

ウ．捏造、盗用  実験結果の捏造、論文盗用 

エ．横領  保管金の横領 

オ．研究費の不正使用

カ．上記以外の職員の不祥事、犯罪

キ．学生の不祥事、犯罪

（6） 健康に関するリスク

ア．一般疾病  学生、教職員の病気 

イ．メンタルヘルス  学生、教職員のメンタル面の病気 

ウ．感染症  O157、SARS、その他病原体 

（7） その他のリスク

ア．マスコミ対応               事件・事故発生時のマスコミ対応 

イ．生物災害                   遺伝子組換え生物等拡散 

ウ．学生等国内外における事故   職員・学生の出張時事故 

エ．訴訟                       全てのリスクに係る訴訟 

 しかし、本学の定めた危機管理に関する規則では、対象とする危機事象を、次のような

事態であって、組織的・集中的に対処することが必要な事態と定義し、焦点化しています。 

(1)本学の教育研究等の活動の遂行に重大な支障のある事態、(2)学生等の安全にかかわ

る重大な事態、(3)施設管理上の重大な事態、(4)本学に対する社会的信頼を損なう事態、 

(5)その他これらに類するような事態としている。

本「危機管理マニュアル」は、この危機管理に関する規則に基づき事例をピックアップ

して作成するものであり、大学として、組織的かつ緊急な対応が必要な不測の事態に、ど

のように対処するかということに絞って、職員の意識化を図るものとなっています。した

がって、予防的な意味合いのものや経営的な意味合いのものは、取り上げていません。

 上記の事態への対応には、日頃から構成員１人１人が、〝危機〟に対するより高い意識

を持ち、実際に発生した場合の混乱を最小限に抑えるため、縦横の連絡体制の整備と円滑

化が必要とされますが、それに向けて学内体制を整備し、思いがけない事故や災害に対し

て、即時対処できるような、実践的な危機管理マニュアルの周知と共有化が求められてい

るところです。

 また、もとより、非常時、緊急時の対応は、平常時、日頃の対応を基礎としているもの

です。危機を発生させないための日頃の取組が最も重要であることは言うまでもありませ

ん。

３．危機の分類 

  ２に示したような大学に関わる危機事象は、その発生の原因から分類すると、大きく、

内的要因によるものと外的要因によるもの、それらの態様として、１）学生に係る危機＝

学生が犯罪や事件・事故等の当事者になったような場合、２）教職員に係る危機＝教職員
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が犯罪や事件・事故等の当事者になったような場合、３）その他の危機＝災害や施設設備

の管理上の危機などに分類することが可能です。

  本危機管理マニュアルでは、Ⅱ．内的要因による危機及びⅢ．外的要因による危機のそ

れぞれについて、「１ 学生に係る危機への対応」、「２ 教職員に係る危機への対応」、

「３ その他の危機への対応」を取り上げ、各分類において、代表的、象徴的な事例を複数

設定し、そのような事態が発生した際の対応体制及び対応の内容を示しました。

 なお、ハラスメント事案、公的研究費管理に係る事案等のコンプライアンス関連事案及

び防災（地震や災害等）については、既定の規則、マニュアル等により、学生、教職員に

周知されていることなどから、本マニュアルで取り上げる事例には、これらの事項は除い

ています。

４．全学的な対応体制等の概略 

  鹿児島大学の危機管理体制としては、危機管理に関する規則において、次のような体系

を定めているところです。

(1) 学長等の責務

まず、学長は、本学における危機管理を統括する責任者であり、理事の補佐を得て、

全学の危機管理体制の充実に努めることとしています。また、学部長、病院長など部局

等の長は、当該部局等における危機管理の責任者であり、全学的な危機管理の充実に努

めることとしています。さらに、学長、理事、部局等の長は、日常的な危機管理の充実

を図り、危機管理に関する資料の配付、研修の実施等により全学及び当該部局等におけ

る危機管理の充実を図ること、学生等に対しても必要な広報、情報提供等に努めること

としています。そして、職員は、その職務の遂行に当たり、危機管理に努めなければな

らないとしています。

 さらに、理事及び部局等の長を「危機管理員」として指定し、それらの者は、全学的

に対処が必要な危機管理に当たること、総務企画・コンプライアンス推進室を設置し、

危機管理に関する情報を一元的に収集、管理し、危機事象の対処に係る総括をすること

としています。また、職員は、緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれが

あることを認識した場合は、危機管理員又は総務企画・コンプライアンス推進室に通報

しなければならないこと、通報を受けた危機管理員は、直ちに当該危機事象の状況を確

認した上、学長及び総務企画・コンプライアンス推進室に報告し対処方針を協議するこ

ととしています。

(2) 対策本部

学長は、危機事象に対処のために必要と判断する場合は、速やかに当該事態に係る対

策本部を設置することとなります。

  この対策本部の構成は、総括責任者である学長を本部長と、担当理事など危機管理員

の中から学長が指名する者を副本部長と、関係理事、関係部局長等及び関係部課長等を本

部員とし、その事務は総務部総務課が関係部課等の参画を得て行うこととしています。

 対策本部は、本部長の指揮の下に迅速に危機事象に対処し、職員は、対策本部の指示の

下に危機事象に対応します（原因の特定等に必要な場合は、事故調査委員会を設置）。

  また、対策本部は、危機事象への対処の終了後に大学運営会議等に必要な報告をし、承

認を得なければならないものの、危機事象への対応に当たり、学内手続を省略することが

できることとしています。
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なお、この対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散することとなります。

(3) 指揮命令系統

対策本部長（学長）等が不在等の場合の代行順位については、以下のとおりとする。

順位 
職名 

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

学 長 総括理事 
理 事 （ 総 務 担

当） 

理事（企画・社

会連携担当） 

理 事 （ 教 育 担

当） 

理事（財務・施

設担当） 

理 事 所管部長 筆頭課長 各理事があらかじめ指名した課長又は課長代理 

部局長 副部局長 各部局長があらかじめ指名した者 

部 長 筆頭課長 各部長があらかじめ指名した課長又は課長代理 

課 長 課長代理 筆頭係長 各課長があらかじめ指名した係長 

※各部局等においては、上記を参考に部局長等が不在等の場合の代行順位について定める
こととする。

※不在等の期間が長期にわたる場合は、事務代理を発令して行うこととする。
※感染症拡大への対応に当たっては、代行者及び被代行者間において可能な限り接触を避

けるなど、指揮命令系統の機能不全が起こらないようにすること。

５．まとめ  
  危機管理の要諦は、「それが危機であるということを認識した上で、各レベルの担当者

が同じ危機感を共有すること」とされています。

  役員はもとより全ての教職員が、危機に際し学生等の安全を確保するためはどのように

対処すればよいか、しなければならないか、本マニュアルを基に認識を強くすることが求

められます。

（参考）

 現在の理事の担当は、下表のとおりであり、総務担当理事の所掌事項の一つとして

「危機管理」が明記されています。

理事の担当 所掌事項

総務担当 総務 内部統制の総括 人事・労務 男女共同参画推進 

危機管理 安全管理 福利厚生 情報公開 同窓会・後援会等 

企画・社会連携担当 企画 将来構想 評価 広報 図書館 社会・産学連携等 

教育担当 教育課程 教育方法 教育体制 高大連携 入試 学生生活支援 

就職 稲盛アカデミー 附属学校等 

研究・国際担当 研究企画 留学生 国際交流等 

財務・施設担当 経理 財政基盤の強化 環境・施設の整備・維持管理 事務に関

する助言等 
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